
 
 

 

議案第１５号 

鳥栖市小、中学校の教育職員の健康及び福祉の確保を図るための 

措置に関する規則の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和２年５月１３日 
 

 

 

鳥栖市教育委員会    

教育長 天野 昌明  
 

 

 

（提案理由） 

鳥栖市小、中学校の教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関す

る規則を制定したいため、鳥栖市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任

し、又は臨時に代理させる規則第２条第１項第９号の規定によりこの案を提出

する。 

  



 
 

 

議案第１５号 資料 

 

   鳥栖市立小、中学校の教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関 

する規則案の概要 

 

１ 制定の理由 

  公立の義務教育学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和 46年法律第77号）

第７条第１項の規定による公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服

務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関

する指針（令和 2 年文部科学省告示第 1 号）の規定に基づき、鳥栖市教育委員会が服務を

監督する教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るため

の措置を講ずるため。 

 

２ 制定の内容 

⑴ 教育職員の時間外在校等時間を次に掲げる上限の範囲内とするため、教育職員の業務

量の適切な管理を行う。 

ア １か月について４５時間 

イ １年について３６０時間 

⑵ ⑴にかかわらず、児童生徒等に係る一時的又は突発的な事情により勤務せざるを得な

い場合は、教育職員の時間外在校等時間を次に掲げる上限の範囲内とするため、教育職

員の業務量の適切な管理を行う。 

ア １か月について８０時間 

イ １年について７２０時間 

ウ １か月の時間外在校等時間が４５時間を超える月は年間６か月 

 

３ 施行日 

公布の日 

  



 
 

 

鳥栖市立小、中学校の教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関 

する規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭

和４６年法律第７７号。以下「法」という。）第７条第１項の規定による公立学校の教育職

員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及

び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針（令和２年文部科学省告示第１号）

の規定に基づき、法第２条第２項に規定する教育職員のうち、鳥栖市教育委員会（以下「教

育委員会」という。）が服務を監督する教育職員（以下単に「教育職員」という。）の業務

量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずるに当たり、

必要な事項を定めるものとする。 

（業務量の適切な管理） 

第２条 教育委員会は、教育職員が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形

的に把握することができる時間から正規の勤務時間（佐賀県義務教育諸学校等の教育職員

の給与等に関する特別措置条例（昭和４６年佐賀県条例第４３号。）第６条第１項各号に掲

げる日（職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年佐賀県条例第１８号）第９条第

１項の代休日が指定された日を除く。以下同じ。）の勤務時間を除く。）を除いた時間（以

下「時間外在校等時間」という。）を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員

の業務量の適切な管理を行う。 

 ⑴ １か月について４５時間 

 ⑵ １年について３６０時間  

２ 前項の規定にかかわらず、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業

務量の増加等に伴い、一時的又は突発的に正規の勤務時間以外に業務を行わざるを得ない

場合には、教育委員会は、時間外在校等時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内と

するため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。 

 ⑴ １か月について８０時間 

 ⑵ １年について７２０時間 

 ⑶ １年のうち１か月における時間外在校等時間において４５時間を超えて業務を行う月

数について６か月 

（補則） 

第３条 前条に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及

び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 


